
教育施設
保育施設でのプー
ル・水遊びにおける
事故防止に関して



• 監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数
を配置し、救護員についても、緊急時に速やかな対応が可能となる
数を確保すること。
• 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にし
て、指導・監督が周知されるようにする事。また、班の編成にあ
たっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数に編成
すること。

スポーツ庁からの「水泳等の事故防止について（通知）」より
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1404536.htm
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厚労省通知本文部分 教育・保育施設における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

・監視体制の空白が生じないように専ら監視を行うものとプー
ル指導などを行う者を分けて配置し、また、その役割分担を明
確にすること。
・監視者は監視に専念する。
・監視エリア全域をくまなく監視する。
・動かない子どもや不自然な動きをしている子どもを見つける。
・規則的に目線を動かしながら監視する。
・十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活
動の中止も選択肢とする。
・時間的余裕をもってプール活動を行う。
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確にする。

・監視者は監視に専念する。
・監視エリア全域をくまなく監視する。
・動かない子どもや不自然な動きをしている子どもを見つける。
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・十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活
動の中止も選択肢とする。
・時間的余裕をもってプール活動を行う。

水泳等の事故防止について

内容は明らかに違う


